
- -7

第３章 環境保全施策の課題と展開

１ 環境保全施策の課題

昭和30年代からの我が国の高度成長は、我々に豊かさや利便性をもたらした反面、その過程で、

大気汚染や水質汚濁といった様々な環境問題を引き起こしてきましたが、その後の公害関係の法令

に基づく各種の環境施策の実施や、事業者・県民の取組等により、全般的に改善の方向に推移して

きました。

しかしながら、一方では、人口の集中や生活様式の多様化などに伴う生活騒音、ゴミの散乱など

のいわゆる都市・生活型公害、生活排水等による河川の汚濁、廃棄物の多様化や増大などがみられ

るようになりました。

また、地球温暖化やオゾン層の破壊など、エネルギーや資源の大量消費に支えられた今日の社会

経済活動に起因する地球規模の環境問題も深刻になっています。

本県においては、大気や水等概ね良好な自然環境に恵まれているものの、開発による身近な緑の

喪失や環境悪化による野生生物の減少等がみられます。

今日の環境問題の多くが日常生活や通常の事業活動に起因していることから、これまでのライフ

スタイルや社会経済システムを環境に配慮したものに転換し、低炭素社会や循環型の地域社会を構

築することが求められています。

このため、環境に関する情報を発信し、環境学習を推進することにより、環境保全活動を実践す

る人づくりを進めるとともに、農林水産業や工業、観光などの産業活動からの環境への負荷を低減

する取組を促進する必要があります。

また、省エネや廃棄物・リサイクル対策など生活環境の保全の施策を推進するとともに、自然公

園の適正管理や野生生物の保護管理など、自然環境や生物多様性の保全にも努める必要があります。

さらに、環境影響評価制度の適正な運用や環境関連技術・産業の振興などの環境保全の基盤となる

施策を進める必要があります。

２ 施策の基本的方向

本県では、平成８年３月に環境関連の条例を統括する「宮崎県環境基本条例」を制定するととも

に、平成９年３月には「宮崎県環境基本計画」を策定（同13年３月に改訂）し、環境保全の施策を

計画的・体系的に推進してきました。

さらに、平成18年３月には、地球温暖化問題、廃棄物・リサイクル問題、生物多様性の問題など、

本県の環境保全行政を取り巻く状況の大きな変化に対応するため、平成18年度から22年度までの具

体的な取組を定めた「宮崎県環境基本総合計画」を策定し、環境保全の取組を推進してきました。

しかしながら、地球温暖化や資源の枯渇、生物多様性の減少など地球規模の環境問題に加え、廃

棄物排出量の高水準での推移や不法投棄の増大など、複雑かつ多様化した環境問題に適切に対応し

ていくため、平成23年度から10年間の環境行政の基本計画となる「宮崎県環境計画」を策定しまし

た。

現在、この計画に定めた施策の基本方向に基づき各種の施策を展開しています。
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(1) 低炭素社会の構築

○ 二酸化炭素を始めとする温室効果ガスの排出量の削減に向けて、県民、団体、事業者、行政等が一

体となった取組を推進するとともに、太陽光発電などの再生可能エネルギーの導入を促進します。

○ 森林県である本県の特性を生かし、二酸化炭素の吸収源となる森林づくりを推進します。

(2) 地球環境、大気・水環境等の保全

○ きれいな空気に包まれた良好な大気環境の保全を図るとともに、水質の監視や生活排水対策などに

より良好な水環境の保全を推進します。

○ 県民の安全・安心な生活を確保するため、化学物質に関する情報の把握と情報交換（リスクコミュ

ニケーション）やダイオキシン類対策など、化学物質対策を推進します。

(3)循環型社会の形成

○ 県民一人ひとりのライフスタイルや事業者の事業活動を見直し、廃棄物の発生抑制、地域資源の有

効活用等に取り組み、４ と廃棄物の適正処理を推進します。R

○ 循環型社会の形成に貢献する木材など環境にやさしい製品の積極的な利用を促進します。

(4) 生物多様性の保全

○ 豊かな自然環境が育む野生動植物を保護・管理し、その生息・生育地となる環境を保全するなど、

生物多様性の確保を推進します。

○ 地球温暖化の防止や水源涵養、生物多様性の保全など森林の多面的機能が発揮されるよう、適正か
かん

つ持続可能な森林管理に努め、人と環境を支える多様で豊かな森林づくりを推進します。

○ 自然環境に配慮した自然豊かな水辺の保全と創出を図るとともに、人と自然とのふれあいの場の確

保を推進します。

(5) 環境と調和した地域・社会づくり

○ 農地や森林の有する国土保全機能を維持するとともに、魅力ある農山村づくりや環境とともに歩む

農林水産業や観光業の推進など、環境にやさしい地域・産業づくりを推進します。

○ 本県の魅力ある環境を保全・創造していくために、自然景観や街なみ、身近な生活空間にある里山

や緑地の保全・創出、地域の愛着を育む歴史的・文化的資源の保護・継承を図るなど、快適でやす

らぎある生活空間の創出を推進します。

(6) 環境保全のために行動する人づくり

○ 県民一人ひとりが環境問題に対する関心を持ち、環境保全の実践活動に自主的・積極的に取り組む

よう、学校、家庭、地域、職場等の多様な場面での環境学習を推進します。

○ 県民、団体、事業者、行政等の各主体が、適切な役割分担のもと、それぞれの力を合わせて環境保

全活動に取り組むよう、連携・協働による環境保全活動を推進します。
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３ 環境施策の推進状況

平成23年３月に策定した「宮崎県環境計画」において、計画の目標達成に向けて、環境指標（数値目標）を活用し

た進行管理を行うとともに、その進捗状況について点検・評価することとしております。

環境分野別の施策、施策の基本方向及び施策の展開内容の施策体系表は次のとおりで、平成25年度の各分野別の

県の取組状況、環境指標（数値目標）及び実績値は11～31ページにとりまとめました。

【施策体系表】

環境分野別の施策 施策の基本方向 施 策 の 展 開 内 容

Ⅰ 低 炭 素 社 会 の １ 二 酸 化 炭 素 等 （１）家庭部門における排出削減対策の推進

構築 排出削減 （２）産業・業務部門における排出削減対策の推進

長 （３）地域環境の整備及び改善による排出削減対策の推進

期 （４）県自ら率先した地球温暖化を防止するための取組の

的 推進

な ２ 再生可能 （１）太陽光、太陽熱エネルギーの導入促進

目 エ ネ ル ギ ー の （２）バイオマスエネルギーの導入促進

標 利用促進 （３）再生可能エネルギー等の利用拡大に向けた

調査研究等の推進

３ 二酸化炭素 （１）森林資源循環システムの確立等の推進

吸収源対策 （２）オフセット・クレジット制度等の活用による森林整備

新 Ⅱ 地球環境、 １ 地球環境・ （１）大気汚染防止対策の推進

し 大 気 ・ 水 環 境 大気環境の （２）有害大気汚染物質等の対策の推進

い 等の保全 保全 （３）騒音・振動・悪臭対策の推進

太 （４）地球環境の保全

陽 ２ 水環境の保全 （１）水質汚濁防止対策の推進

と （２）生活排水対策の推進

緑 （３）河川浄化等の県民活動の推進

の （４）都城盆地硝酸性窒素削減対策の推進

国 （５）一ツ瀬川及び小丸川の濁水軽減等対策の推進

み （６）土壌汚染対策の推進

や （７）水系別の総合的な水環境保全のための連携

ざ ３ 化学物質対策 （１）化学物質の環境調査の継続的実施

き （２）事業者の監視・指導体制の強化

の （３）化学物質に関する情報の把握と情報交換

実 （リスクコミュニケーション）の推進

現 ４ 環境負荷の （１）環境影響評価

低減等 （２）公害健康被害対策

Ⅲ 循 環 型 社 会 の １ ４ Ｒ と 廃 棄 物 （１）廃棄物処理計画に基づく排出抑制等

形成 の適正処理の （２）４Ｒの推進と地域性を活かした循環型社会の形成

推進 （３）廃棄物の適正処理の推進
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２ 環境に （１）積極的な木材利用の推進

やさしい （２）県内の公共事業における木造化・木質化の推進

製品の （３）間伐材利用の推進

利用促進 （４）グリーン購入の推進

（５）環境にやさしい製品やサービスの需要拡大に対する

長 支援

期 Ⅳ 生 物 多 様 性 の １ 生 物 多 様 性 （１）重要地域の保全

的 保全 の確保 （２）里地里山・藻場干潟の保全

な （３）外来種及び国内移入種対策

目 （４）希少野生動植物の保護

標 （５）生物多様性地域戦略に基づく取組の推進

２ 人と環境を （１）健全で多様な森林づくり

支 え る 多 様 で （２）適正な森林管理の推進

豊かな （３）持続可能な森林経営の推進

新 森林づくり

し ３ 自然豊かな （１）自然環境に配慮した河川づくりの推進

い 水 辺 の 保 全 と （２）自然環境に配慮した海岸づくりの推進

太 創出 （３）ため池・ダム貯水池の保全と適切な管理

陽 （４）親水性の確保

と ４ 自然との （１）自然とふれあう場や機会の確保

緑 ふ れ あ い の 場 （２）自然環境教育・学習の充実

の の確保 （３）自然とのふれあい施設設置における自然環境への配慮

国 （４）自然とのふれあい活動における自然環境への配慮

み Ⅴ 環境と調和 １ 環境に （１）魅力ある農山漁村等づくり

や した地域・ やさしい （２）健全な水循環の確保

ざ 社会づくり 地域・産業 （３）環境とともに歩む循環型農林水産業の推進

き づくり （４）本県の地域特性を活かした体験・交流型観光の推進

の （５）環境ビジネスの創出・育成

実 ２ 快適な （１）うるおいとやすらぎある美しい景観・環境づくり

現 生活空間の （２）歴史的・文化的資源の保護・継承

創出 （３）環境と調和した生活空間づくり

Ⅵ 環境保全の １ 環境学習の （１）学校等における環境学習の推進

ために 推進 （２）家庭、地域、職場における環境学習の推進

行動する （３）環境学習に関する情報の提供

人づくり （４）環境学習を担う人材の養成・確保

（５）環境学習拠点の整備、機能充実

（６）森林環境教育の推進

２ 環境保全 （１）各主体が自発的に行う環境保全活動の支援

活動の推進 （２）多様な主体が一体となって環境保全活動に取り組む

体制の充実
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